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Ⅱ 環境都市の創造

１ 廿日市市環境基本計画の施策の体系

「廿日市市環境基本計画」は、本市の環境を保全・創造するために必要な基本的事項について

定めており、本市の環境に関する最上位計画に位置付けし、「第6次廿日市市総合計画」を環境

面で補完する役割を担い、具体的な環境施策を示すとともに環境行動の指針となっています。

環境基本計画には、将来の廿日市市のあるべき環境の姿として、望ましい環境像を定めていま

す。この環境像を実現するために、五つの基本施策が設定されています。また、環境基本計画は、

主に主体別行動計画、地域別環境配慮指針、事業別環境配慮指針、率先実行計画で構成されてい

ます。
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２ 主体別行動計画に基づき実施した五つの施策

（１）自然環境

① 海岸清掃（地域、企業等との連携による海岸清掃活動の展開）

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が提唱する海岸の清掃活動（リフレッシュ瀬戸内）

の実施期間に合わせて、地御前地区、阿品地区、大野鳴川地区の海岸清掃を、海のクリーン

アップ作戦として位置づけ、地域、企業等との連携による海岸清掃を展開しています。

令和元年度は、地御前地区の扇園海岸と大野地域の鳴川海岸で実施し、扇園海岸では約1

50人、鳴川海岸では約160人、合計で約310人の参加がありました。

また、宮島は、平成24年7月に国際的に重要な湿地やそこに生息する動植物の保全を促進

することを目的とした条約であるラムサール条約に登録されています。このような貴重な環

境の保全を目的として宮島での清掃活動を行いました。

② ラムサール条約特別教室の開催

例年、市内の小学生を対象にラムサール条約特別教室を実施していますが、令和元年度は、

開催がありませんでした。特別教室では、ラムサール条約やミヤジマトンボの生態を学習し、

宮島の貴重な自然環境に触れることを目的としています（写真は前年度の特別教室の様子）。
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（２）生活環境

① 合併処理浄化槽設置整備費補助（生活排水対策の推進）

生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁を防止するため、平成6年度から公共下水

道事業計画区域、農業集落排水処理施設の処理区域及び団地浄化槽等の集合処理施設による

処理をしている区域以外の区域において、住宅用建物に設置されているくみ取り便所や単独

処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する者を対象に設置費用の一部を補助しています。

平成30年度までは、公共下水道事業処理区域の拡大及び建物の新築・建て替えに伴う浄化

槽の設置の増加により補助基数が減少していましたが、令和元年度から、浄化槽整備区域（公

共下水道計画区域等に含まれない区域をいう。）において、主に居住の用に供する建物等の

新築（建て替えを含む）に伴い、合併浄化槽を設置する者を補助対象に加えたことにより、

令和元年度は、補助基数が増加しています。

（表Ⅱ－１） 合併処理浄化槽設置整備費補助実績（地域別）

（単位：基）

（資料：下水道課）

② 環境保全協定（大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・悪臭対策など）

住民の健康を保護するとともに、地域の生活環境を保全することを目的に、工業団地等の

各事業所と環境保全協定を締結しています。

環境保全協定では、各地域における環境保全を実施するため、敷地内の緑化等環境整備及

び公害防止対策（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動）などについて規定しています。

（表Ⅱ－２） 協定締結事業所数

（単位：件）

（資料：産業振興課、令和2年3月末現在）

③ 電動生ごみ処理機購入費補助（ごみの減量化の推進）

ごみ減量化を図るため、電動生ごみ処理機の購入費補助を行いました。補助事業の実績は

（表Ⅱ－３）のとおりです。

補助金利用者を対象に、3年間のアンケート調査（購入後6カ月、以降年1回）を実施して

おり、そのアンケート調査では、ごみの減量効果があったと答えた方が全体の7割以上とい

う結果が出ています。また、乾燥させることでごみの量が減る、臭いがあまり気にならなく

なったという声もありました。

年度
補 助 基 数 補助対象

外 基 数廿日市 佐伯 大野 計

H27 6 11 4 21 249

H28 9 5 5 19 236

H29 7 8 3 18 287

H30 3 7 3 13 243

R1 21 17 3 41 213

木材工業団地

(Ⅰ)期

木材工業団地

(Ⅱ)期

宮内

工業団地

佐伯

工業団地
その他 合計

事 業 所

総 数
117 10 25 19 20 191
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（表Ⅱ－３） 電動生ごみ処理機購入費補助（地域別）

（単位：台）

（資料：循環型社会推進課）

④ 資源回収推進報奨金交付（リサイクル・リユース活動の推進）

子ども会等の登録団体が行う地域資源回収活動に対し、報奨金を交付することにより、資

源回収活動の活発化を図るとともに、地域で実践活動し、再資源化に対して理解を深めてい

ます。資源回収量等の実績は（表Ⅱ－４）のとおりです。

実施団体数はここ数年横ばいですが、回収量は減少傾向となっています。原因としては企

業による店頭回収など排出方法の多様化のほか、少子化による子ども会の活動縮小が推測さ

れます。

（表Ⅱ－４） 資源回収量等実績

（資料：循環型社会推進課）

（３）快適環境

① 公園（公園施設の更新の推進、公園の適切な維持管理）

長寿命化計画に基づき、物見１号公園複合遊具改修及びグローバルリゾート総合スポー

ツセンターサンチェリーメインアリーナ音響設備の改修などを実施しました。

市内の公園の整備については、地域の意見を反映させることにより、愛着が持てる公園

となるように努めています。

（４）地球環境

① 緑のカーテンコンテストの開催（二酸化炭素（CO2）排出量の削減）

窓やベランダを、つる性植物でカーテンのように覆うと、建物への日差しを遮り、室内の

温度上昇を抑え、快適に過ごすことができると同時に冷房代の節約になります。

平成24年度から緑のカーテンに取り組む方の意欲につなげるため、緑のカーテンコンテス

トを開催しています。

（表Ⅱ－５） 緑のカーテンコンテスト参加件数

（単位：件）

（資料：環境政策課）

年度 廿日市 佐伯 吉和 大野 合計

H27 14 5 0 9 28

H28 15 3 0 13 31

H29 12 2 0 10 24

H30 18 5 0 6 29

R1 25 2 1 10 38

年度 H27 H28 H29 H30 R1

緑のカーテン

コンテスト

個人 5 - 12 6 1

団体 6 1 4 3 3

（単位：件、ｔ）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

地域 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野 廿日市 佐伯 大野

実施団体数 50 4 35 49 5 35 45 7 32 45 7 32 48 7 29

回
収
実
績

古紙類 361 51 758 349 61 658 318 62 647 301 68 600 298 76 481

古衣類 6 0 10 5 0 10 5 1 1 4 0 0 3 1 0

金属類 6 2 22 6 1 19 6 1 19 6 2 16 8 2 19

空瓶類 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

小 計 374 53 818 361 62 688 330 64 668 312 70 616 310 79 500

年度合計 1,245 1,111 1,062 998 889
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② はつかいち環境フェスタ2019（環境についての意識啓発）

平成 22年度までは、物のリサイクルを主目的とした「リサイクルフェスタはつかいち」

を開催していましたが、平成 23 年度からは、環境について楽しく学べる参加体験型の環境

イベント「はつかいち環境フェスタ」と改め、毎年開催しています。令和元年度も次のと

おり開催しました。

日 時：令和元年 10 月 6 日（日）

場 所：新宮中央公園（けん玉公園）

山崎本社みんなのあいプラザ多目的ホール

来 場 者 数：約 3,000 人

参加団体数：31 団体

主 な 内 容：電気自動車等のエコカー展示、ペンギンふれあいイベント、

循環型社会推進講演会「共に生きるための環境」、

「環境啓発ポスター・標語コンクール」入賞作品の展示及び表彰式、

「緑のカーテンコンテスト」作品審査、

環境に関するブース出展及びリサイクルマーケットなど

③ 住宅用地球温暖化対策設備費用の補助（二酸化炭素（CO2）排出量の削減）

地球温暖化の防止や市民の環境保全意識の高揚を図るため、エネファームや定置式リチウ

ムイオン蓄電池等の住宅用地球温暖化対策設備の設置に要する経費に補助金を交付しまし

た。補助事業の実績は（表Ⅱ－６）のとおりです。

（表Ⅱ－６） 住宅用地球温暖化対策設備設置補助

（単位：件）

（資料：環境政策課）

年度 エネファーム HEMS 蓄電池 省エネ窓改修 合計

H30 3 5 14 8 30

R1 2 6 29 6 43
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④ LED防犯灯設置・取替への補助（省エネルギーの推進）

二酸化炭素排出削減による環境への負荷低減や安全・安心なまちづくりを促進するため、

防犯灯の設置等に要する経費に補助金を交付しました。

市内に設置されている防犯灯約8,800灯のうち、令和元年度末までに約97％がLED化されま

した。

（表Ⅱ－７） LED防犯灯設置・取替等補助実績（令和元年度）

（単位：灯）

（資料：地域政策課）

（５）環境保全活動

① 環境講座等の実施（環境学習の推進）

小学生を対象として、生物や植物と触れ合う体験学習「水辺・里山教室」（4校5回）、地

球温暖化の原因と影響について考え学習する「地球温暖化防止教室」（3校4回）を開催しま

した。

② はつかいち環境アドバイザーの活動支援（人材の育成と活用）

環境に関する基礎知識を習得し、地域ボランティアとして環境啓発活動を実践する人材

を育成するため、はつかいち環境アドバイザー養成講座を実施し、3名の方が受講を修了さ

れました。また、はつかいち環境アドバイザーによる環境学習を実施しました。

③ 地域との協働による清掃活動

令和元年度も、各地域の公衆衛生推進協議会主催のもと、市民による一斉清掃等が実施さ

れました。地域によっては、ボランティア団体の参加もあり、道路・海岸・河川などの清掃

活動が行われました。廿日市地域で実施された一斉清掃には、16,303名の参加がありました。

新設 LED器具取替 合計

47 17 64
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３ 率先実行計画

（１）目的

本市は、事業者として多くの事業を行うとともに、消費者として多くの資材、製品を消費し

ています。率先実行計画は、このような現状を踏まえ、行政が事業者・消費者として、環境

保全に向けた取組を率先して実行するための計画を定めたものです。

（２）計画の対象

市役所及びその他出先機関を対象としています。

（３）率先実行計画の主要な取組

ア 環境に配慮した物品等の購入

① グリーン購入の推進

○ 環境やリサイクルに配慮した商品の率先購入・利用促進

イ 環境に配慮した事務所の創造

① 省エネルギー・新エネルギーの推進

○ 節電の推進（数値目標：電気使用量5％以上削減）

・ 昼休憩時の消灯の推進

・ 市役所本庁舎のエレベーター3基のうち1基を運転停止

・ 毎週水曜日の定時退庁日は18時に庁内一斉消灯の実施

② 省資源の推進

○ 節水の推進（数値目標：水道使用量2％以上削減）

○ 事務用紙の使用量削減（数値目標：コピー用紙使用量10％以上削減）

・ 文書事務の電子化を実施

○ 公用車の使用燃料の削減（数値目標：ガソリン使用量10％以上削減）

○ 二酸化炭素排出量の削減（数値目標：CO2排出量10％削減）

③ 廃棄物の適正処理の推進

④ 庁内美化の推進

○ 2S（整理・整頓）活動の実施

ウ 環境に配慮した庁外活動の推進

① 庁外移動時の環境への配慮

○ アイドリングストップなどのエコドライブ運動の実施

○ 近隣への移動は、自転車を活用

② 庁外活動時の環境への配慮

エ 庁外3Rの推進

① リデュース（Reduce）の推進（排出抑制、ごみを出さない）

○ 両面複写の推進、ミス複写の削減

② リユース（Reuse）の推進（再使用、繰り返し使う）

○ 使用済み封筒などの再使用

○ 裏紙利用の推進
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○ フラットファイルの再使用

③ リサイクル（Recycle）の推進（再生利用、再生して使う）

○ 庁舎内でのごみの分別徹底

○ 古紙分別回収の推進

（４）率先実行計画の進捗状況

令和元年度の状況は、表Ⅱ－９、図Ⅱ－１のとおりであり、市役所本庁舎、各支所及び出先

機関等（ただし、教育施設、観光施設及び指定管理者制度の施設は除く。）を対象に集計し、

平成18年度を基準年として比較しています。これによると、電気使用量は、5.0％以上の削減

目標に対し37.7％減、水道使用量は、2.0％以上の削減目標に対し3.0％増、ガソリン使用量は、

10.0％以上の削減目標に対し16.4％減、コピー用紙使用量は、10.0％以上の削減目標に対し3.

3％増、再生紙の利用率は、100％維持の目標を達成し、二酸化炭素排出量は、10.0％以上の削

減目標に対し0.20％増となっています。

また、平成5年度から庁舎などで機密文書以外の不用紙類（古紙類）を毎月回収し古紙引取

業者に資源物として売り渡しています。古紙類回収量は（表Ⅱ－８）のとおりです。令和元年

度の古紙類回収量は、前年に比べ減少しています。

（表Ⅱ－８） 古紙類回収量
（単位：kg）

（資料:総務課）

年度 雑誌 白紙（再生紙） 新聞・チラシ類 段ボール 合計

H27 11,280 7,440 2,790 3,780 25,290

H28 13,090 8,050 3,680 3,500 28,320

H29 14,580 6,700 2,810 3,400 27,490

H30 17,110 6,560 2,890 4,080 30,640

R1 11,320 7,525 2,710 4,025 25,580
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（表Ⅱ－９）率先実行計画の進捗状況

（資料:環境政策課）

◆中間見直し以降の率先実行計画(ただし、庁舎外において教育施設、宮島水族館、観光課管理施設を除く)
目標達成年度を示す。

本庁舎＋支所庁舎、あるいは庁舎以外における目標達成年を示す。

H18（基準年度） H30 R1

本庁舎＋支所庁舎 kwh 2,550,655 1,733,321 2,380,255 
庁舎以外 kwh 25,299,027 23,287,734 15,222,210 
合計 kwh 27,849,683 25,021,055 17,602,465 

太陽光発電による電気量 kwh 6,197 247,765 264,790 

正味の買電量 kwh 27,843,486 24,773,290 17,337,675 

100 89.0 62.3 

H18（基準年度） H30 R1

本庁舎＋支所庁舎 ㎥ 19,660 14,713 14,483 
庁舎以外 ㎥ 116,256 145,813 125,485 
合計 ㎥ 135,916 160,526 139,968 

100 118.1 103.0 

H18（基準年度） Ｈ30 R1

本庁舎＋支所庁舎 ℓ 64,044 27,621 41,922 
庁舎以外 ℓ 46,532 54,168 50,487 
合計 ℓ 110,576 81,789 92,409 

100 74.0 83.6 
・Ｈ18年度に比べ、本庁舎＋支所庁舎では3割程度減少している一方、庁舎以外では1割程度増加した。

H18（基準年度） H30 R1
本庁舎＋支所庁舎 枚 8,206,201 11,164,250 9,725,875 
庁舎以外 枚 1,986,450 706,500 801,525 
合計 枚 10,192,650 11,870,750 10,527,400 

100 116.5 103.3 

H18（基準年度） H30 H31

本庁舎＋支所庁舎 ％ 97.0 100.0 100.0 
庁舎以外 ％ 91.6 99.8 100.0 
合計 ％ 96.0 99.2 100.0 

H18（基準年度） H30 R1

灯油、Ａ重油、ＬＰＧ
都市ガス

Ｋｇ－ＣＯ２ 5,760,411 4,553,920 1,530,837 

ガソリン、軽油、ＬＮＧ Ｋｇ－ＣＯ２ 368,171 288,924 315,207 
電気 Ｋｇ－ＣＯ２ 15,456,574 13,856,737 9,769,368 
廃プラスチック焼却量 Ｋｇ－ＣＯ２ 6,549,349 6,631,085 16,749,425 
総排出量 Ｋｇ－ＣＯ２ 28,134,506 25,330,665 28,364,837 
太陽光発電によるＣＯ２削減量 Ｋｇ－ＣＯ２ 3,439 170,958 182,705 
正味の二酸化炭素排出量 Ｋｇ－ＣＯ２ 28,131,067 25,159,707 28,182,132 

100 89.4 100.2 

●電気の使用量

対基準年度比（％）

・Ｈ18年度に比べ、本庁舎＋支所庁舎では1割程度、庁舎以外では4割程度減少した。

●水道使用量

目標：２％以上削減

対基準年度比（％）

・Ｈ18年度に比べ、本庁舎＋支所庁舎では微減している一方 、庁舎以外では3割程度増加した。

●ガソリンの使用量

対基準年度比（％）

●コピー用紙使用量

（A4用紙換算）

対基準年度比（％）

・Ｈ18年度に比べ、本庁舎＋支所庁舎では2割程度増加しているが、庁舎外では6割減少している。

●再生紙の利用率

目標：１００%維持

●二酸化炭素排出量

対基準年度比（％）

・大野清掃センター及び佐伯清掃センター等の廃止により大幅に削減した項目がある一方で、はつかいち

目標：５％以上削減

・H30年度に比べ、本庁舎＋支所庁舎での電気使用量が増加した要因として、本庁の電気使用量
　の増加が挙げられる。

目標：１０％以上削減

目標：１０％以上削減

・本庁舎＋支所庁舎に加え、庁舎以外においても、再生紙の利用率が目標の100％を達成した。

目標：１０％以上削減
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（図Ⅱ－１）率先実行計画の進捗状況

↓数値集計中


